（別紙１）

＜選考方法＞

（１）資格審査
北見市附属機関等の設置及び運営に関する要綱第5条に定めるほか、下記要件を満たしていること。
　・公募を行う年度の4月1日現在で満20歳以上の者
・北見市が設置する他の附属機関等の委員でない者
・応募する協議会の属する自治区に住所を有すること
・北見市の議員でないこと
　　（２）書類審査
８００字程度のレポートによる書類審査を行う。
・テーマ『私の考えるまちづくり』
　　（３）段階評価
下記採点基準をもとに、４段階による評価を行う。
　　（４）決定
総合点が５０点以上（満点１００×１／２以上）の上位３人を公募委員候補者として選考する。
　　（５）その他
・選考の際は、応募者を特定する情報は伏せて審査する。
・選考結果は全応募者に通知する。
・被選考者氏名は、選考結果が決定した時点で公表する。
・応募者が３人以下の場合は、総合点が５０点以上の応募者をもって公募委員候補者に選考する。

＜採点基準＞

　　（１）「段階評価」　項目ごとに４段階評価とする。
　　　　　特に優れている（４点）、優れている（３点）、普通（２点）、劣っている（１点）
	項目　１
	まちづくり（協議会）への参加意欲・熱意は感じられるか。

	項目　２
	レポートの論点整理はなされているか。

	項目　３
	社会情勢や北見市の状況について理解しているか。

	項目　４
	内容が明確・具体的か。

	項目　５
	項目１～４以外。経歴・動機等への評価。


（２）評価表　　　別紙
　　（３）「総合点」　選考委員５人の「段階評価」評価合計点の合計
　　　　（４点×５項目×５人＝１００点満点）
